
１　総括

 (1) 　人件費の状況（普通会計決算）

（２）　職員給与費の状況（普通会計予算）

　　　

（３）　特記事項

課長相当職（６級）　　　　33,280円

課長相当職（５級）　　　　31,760円

課長補佐相当職（５級）　25,360円

課長補佐相当職（４級）　23,680円

役職加算８割運用

(４) 　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成23年度のラスパイレス指数は情報提供前のため、平成22年度の数値を使用。

人

区分

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成23年４月１日現在の人数である。

66,813 154,778

職員数

　　　　　　Ａ

122 433,439

・期末・勤勉手当

・管理職手当　

Ｂ

5,419 27,6885,150,582

　　　　　　千円 　　　　　千円人　 　　　　　千円

　　　　　千円

給　 料

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円千円千円

職員手当 期末・勤勉手当

歳出額　

Ａ

住民基本台帳人口

（22年度末）
区分

えりも町の給与・定員管理等について

人件費率実質収支 人件費 （参考）

19.9

21年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

千円 千円

19.91,023,596

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

一人当たり

5,830655,030 5,369

22年度

23年度

→国・道・類似団体については、平成22年度の数値を使用しています。空欄部分については、随時公表いたします。

(H17)
94.1 (H17)

93.5

(H17)
93.7

(H22)
95.1

(H22)
95.0

(H22)
97.8

90.0

95.0

100.0

105.0

えりも町 類似団体平均 全国町村平均

％
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

.
　　 ②技能労務職

歳 円 円 円 人

歳 円 円 円 人

歳 円 円 円 人

歳 円 円 円 人

歳 円 円 円 人

歳 円 円 円 人

歳 円 人

歳 円

歳 円

円 円

円 円 円

円 円 円

　　 ③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

公務員

平均給料月額

372,218

35.7

類似団体 37.3

区　　分

　うち 運転手職

国

対応する民間の類似職種

39.7

区　　分

平均年齢

廃棄物処理業従業員

えりも町

平 均 年 齢

えりも町

　うち 運転手職

－

類似団体

民間事業者平均

平均給与月額

366,042 355,334

396,514

（国ベース）
平均給与月額

49.3

49.9

北海道

301,200

46.9

316,171

7,355,698

257,200

平均年齢

48.3

324,568

328,099北海道

類似団体

325,579

えりも町

43.6

国 41.9

　うち 清掃職

（Ａ）

平均給与月額

360,068329,700

職員数

322,225

375,024

－

332,901

44.9

平均給料月額

―

395,666

41.2 335,768

― ―

302,500

316,186

284,514

343,400

318,866324,150

322,291

302,122

355,100

347,447

45.0

―

350,422

民　　間

平均給与月額（Ｂ）平均年齢

50.6自家用乗用自動車運転手

Ａ／Ｂ

平均給料月額

公務員（Ｃ）

－

－

平均給与月額

299,700

参　　考

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも
のではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては
前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　うち 清掃職

43.6

区　　分

－5,243,130 －

8,423,812

北海道 355,692

－

43.0

（注）１　「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのす
　　　　　べての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の
　　　　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

－

えりも町

393,713

区　　分

409,069

3,955

6

3

1

平均給与月額

315,500

（国ベース）

341,900

2

539

-

－ －

（北海道）

（全国）

民間（Ｄ）

―

280,600

Ｃ／Ｄ

346,376
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（2)　 職員の初任給の状況（平成23年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※北海道の数値は、減額前の数値を使用しています。

（3) 　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1)　 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年４月１日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人

（注）１　えりも町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

－

－

区　　　　　分

279,100

192,800

大　学　卒

技能労務職

一般行政職

経験年数１０年

－

304,800

区　　　　分

192,800

大　学　卒

140,100

教　育　職

29

10

6

職員数標準的な職務内容

 定型的な業務を行う職務

４級

１級

経験年数２０年

 係長職等の職務　特に専門的及び知識、経験を必要とする業務を行う職務

12

 課長補佐等の職務　困難な業務を所掌する係長等の職務、主任の職務

306,200

 高度な知識、経験を必要とする業務を行う職務

教　育　職

8.8

42.6

10.3

172,200 172,200

 課長等の職務　困難な業務を所掌する課長補佐等の職務、主幹の職務

合　　　計

３級

5.9

7

140,100

北海道

314,800

172,200

310,700 362,000

大　学　卒

（注）平成18年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　

区分 構成比

14.7

６級

５級

4

68

17.6

２級

140,100

－高　校　卒

高　校　卒 230,300

高　校　卒

えりも町

 困難な業務を所掌する課長等の職務

375,300

技能労務職

国

一般行政職

経験年数１５年

－

281,900

140,100140,100

大　学　卒

高　校　卒

13.7%
14.3%14.7%

23.3%

11.4%8.8%

15.1%35.7%42.6%

27.4%8.6%

10.3%

15.1%

20.0%

17.6%

5.5%
10.0%

5.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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（2)　 昇給への勤務成績の反映状況

　 ・一律で支給している

４　職員の手当の状況

（1)　 期末手当・勤勉手当

千円 千円

　（22年度支給割合） 　（22年度支給割合） 　（22年度支給割合）

期末手当　　　　　　　 勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

（注）　１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　　２　当町の役職加算は、平成25年３月31日まで８割を運用している。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

・一律で支給している

（2) 　退職手当（平成23年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 なし （退職時特別昇給　なし） その他の加算措置

１人当たり平均支給額　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 　地域手当（平成23年４月１日）

千円

％ 人 ％

円

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％

59.28

59.28
定年前早期退職特例措置（2％～
20％加算）

47.50

59.28

145,111

国

―

北海道

1,669

1.35

勧奨・定年

国えりも町

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

自己都合

　１人当たり平均支給額

札幌市

支給対象職員数支給率

3 3

国の制度（支給率）

47.50

59.28

33.50

4

1,607 25,940

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

581

支給対象地域

23.50

1,361

自己都合

　・管理職加算　10～25％

　・役職加算　5～15％

1.45

30.55

33.50 41.3441.34

59.28

支給実績（22年度決算）

勧奨・定年

30.55

2.60

0.65

1.352.60

　・役職加算　5～20％

　

　職制上の段階、職務の級等による加算措置

0.65

1.352.60

0.65

えりも町

　１人当たり平均支給額（22年度）

1.451.45

23.50

4



 (4) 　特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) 　その他の手当（平成23年４月１日現在）

円

円

千円

千円

　日額　4,000円

8.0

20,670

　教育業務連絡指導手当

住居手当

手　当　名

扶養手当

　職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

　支給実績（22年度決算）

203

　自己所有の家又は借家等に居住
　し、家賃を支払っている職員に支給
　・借家等（家賃12,000円を超える者）
　　家賃に応じ27,000円を限度に支給
　・持家（所有してから５年まで）
　　2,500円

平均支給年額

　日額　1,000円

内容及び支給単価

19,416

　火葬作業手当

　重大な災害箇所での応急作業
　に従事

　潜水作業手当

　高校教員

　教務主任、学年主任等が
　指導業務に従事

国の制度
との異同

　教育特殊業務手当

　産業振興課職員
　潜水器具を着用して海中での
　捜索作業等に従事

　熊、毒蛇、からす若しくは
　蜂の除去又は駆除に従事

　有害鳥獣等駆除作業手当

　採点業務手当 　入学試験の採点業務に従事

　夜間、休日看護等手当

　町民生活課及び
　産業振興課職員

　支給実績（21年度決算）

　高校教員

　職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

1,884　支給実績（22年度決算）

種類9　手当の種類（手当数）

　職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

121,490　支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

　災害時現場出勤手当 　全職員

　防疫作業手当
　感染症の者の救護又は
　病原体の処理作業に従事

手当の名称

　町民生活課職員

主な支給対象職員

　町民生活課職員

　扶養親族を有する職員に支給
　・配偶者　13,000円
　・扶養親族　２人目から１人6,500円
　※扶養親族のうち15歳から22歳ま
  での者には、5,000円加算。

　１人当たり　120円

支給実績
（22年度決算）

　修学旅行等の引率及び
　部活動等の指導業務に従事

199

支給職員１人当たり

　１日　200円

主な支給対象業務

　火葬作業に従事又は
　死体の収容作業に従事

　深夜（午後10時から翌日の
　午前5時まで）に従事

12,827

　高校教員

（22年度決算）

165,312

　日額　500円

　日額　500円

　4時間以上
　1,200円～1,400円

左記職員に対する支給単価

　時間　310円～1,500円

230,719同

　国保診療所
　看護師又は放射線技師

　回　2,000円～6,800円

同 1,322

5



円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（平成23年４月１日現在）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円

月分

月分

月分

月分

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額）

円

円

円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
      ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）     
          勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

千円

6,470,640

千円

220,000
168,100

－

千円

同

寒冷地手当

区 分

管理職手当

　管理又は監督の地位にある職員に
　支給
　・課長相当職（６級）　　　　33,280円
　・課長相当職（５級）　　　　31,760円
　・課長補佐相当職（５級）　25,360円
　・課長補佐相当職（４級）　23,680円
　・看護師長　　　　　　　　 　28,640円

710,000
673,000

820,000
（参考）類似団体における最高／最低額

365,000

364,500710,000

町長

副町長

教育長

町長
給

料

副町長
期
末
手
当

議長

議長

教育長

報
酬

退
職
手
当 在職任期毎

備　　　　考

副議長
議員

副議長

議員

通勤手当

　通勤距離（片道）が２ｋｍ以上の職
　員に支給
　・交通機関を利用する職員　運賃の
　額　（定期券代）55,000円を限度に
　支給
　・自家用車等を利用する職員　通勤
　距離に応じて2,000円～24,500円の
　範囲内で支給

135,800
200,000

84,45710,413

　扶養人数に応じて、11月から翌年３
　月まで支給
　・世帯主で扶養親族がいる場合
　　月額　22,540円
　・世帯主で扶養親族なし
　　月額　12,860円
　・非世帯主
　　月額　8,600円

250,000

在職任期毎

在職任期毎

7,761,600

263,000

364,000
285,000

（支給時期）

在職任期毎

（平成22年度支給割合）

3.75

3.75

2.00

2.00

在職任期毎副町長

教育長

町長

3.75

2.00

570,000
570,000

同

－

6,193 276,478

同

給料月額等

（平成22年度支給割合）

在職任期毎 14,557,840

600,000

67,494

600,000

190,000

2,004

6



６　職員数の状況

（1)　部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人

人 人 人 人

人）

人 人 人

人 人 人 人

人）

人 人 人
人 人 人
人 人 人

人 人 人

人 人 人
［ 185 人 ］ ［ 185 人 ］ 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)　年齢別職員構成の状況（平成23年４月１日現在）

　

（類似団体の人口1万人当たり職員数

人

43歳

28歳

148

39歳35歳

243

0

主 な 増 減 理 由

人

-

51歳

52歳

＜参考＞

267.6

～

人

～

32歳24歳

27歳 31歳

44歳40歳 56歳

～ ～ ～

合　　計

区　分

20歳 20歳

未満

～

23歳

人口1万人当たり職員数 　　　　　　

人

13

47歳

人

814

人

9

人 人

7

22

0

36歳

86

2

4
8
0

18
7

14

6
24

4

39

83

39

～ ～

平成22年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

普
通
会
計

農林水産

議　　会

一
般
行
政
部
門

総　　務

民　　生

小計

～

土　　木

衛　　生

教育部門

145

～

公
営
企
業

　
　
会
計

水　　道

その他（診療所）
下水道

15 8
職員数

人

10

人人

13 14528

兼務(▲２)民間委託(▲1)派遣職員の派遣期間満了(▲1)

72.0
＜参考＞

欠員不補充(▲1)民間委託(▲1)

栽培漁業事業の充実

153.2
118.8

商　　工

▲ 3
小　計

小　計

労　　働
税　　務

平成23年

＜参考＞

保育士の充実

4

7

2

0

48歳

人

計

55歳 59歳 以上

60歳

人

0

0
0

▲ 4
0

対前年
増減数

職 員 数

人口1万人当たり職員数 　　　　　　

人口1万人当たり職員数 　　　　　　

（類似団体の人口1万人当たり職員数

39

0

1

8

0
22 2
14

0

▲ 2

▲ 3

39

18
23 23

4
0
0

1 1
18

0

0

5

10

15

20

25

平成23年構成比

５年前構成比

%

20
｜
23

24
｜
27

28
｜
31

32
｜
35

36
｜
39

40
｜
43

44
｜
47

48
｜
51

52
｜
55

56
｜
59

60
歳
以
上

20
歳
未
満
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(3)　定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成22年４月１日～平成27年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人

（参考）定員適正化計画（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 （ 60% ） 人

（注）１　計画期間は、22年～27年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　簡易水道事業

  　 ① 職員給与費の状況
ア　決算

　（参考）

イ　 予算

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成23年4月1日現在の人数である。

0

0

22～27年

計

▲ 5

▲ 3 人

0

0

人

143▲ 3

0

0
人

（参考）

数値目標

0

人

職員数

　　　　　　Ａ

増 減

千円

0

▲ 39

▲ 23

0

0

0

千円

0

23年度
6,567

千円千円

5 15,151 1,794 5,420

26年

４年目

27年

５年目

0

（参考）類似団体平均

　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

22,365

千円

Ａ  

　　　　千円

181,860

職員数

平成27年3月31日

職員数

終　期

平 成 22 年 4 月 1 日

平成22年4月1日

148

一般行政

教　育
増 減

職員数

職員数

▲ 3 0

計
増 減

等会計

145148

0

期末・勤勉手当

　　　　　千円

公営企業

　　　　　　Ｂ／Ａ

0

職員給与費

22年度

区　分 総費用

23年

86

職員数

増 減

職員数

39 39

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

4,473

22年

0

1,621

総費用に占める
職員給与費比率

▲ 3

0

23

0

23

一人当たり

　　計　　Ｂ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

１年目

千円　 ％

17.3

％

計画始期

83

区　分

Ｂ　

給　 料 職員手当

▲ 83

純減数

５人の純減

数値目標

25年

３年目

21年度の総費用に占

▲ 145

める職員給与費比率

純減率

0

24年

5 3.38%

２年目

千円　

純損益又は
実質収支

31,391

平成27年4月1日

18.2

143

計画期間

始　期
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ウ　 特記事項

課長相当職（６級）　　　　33,280円

課長相当職（５級）　　　　31,760円

課長補佐相当職（５級）　25,360円

課長補佐相当職（４級）　23,680円

役職加算８割運用

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成23年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ） （ ）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　１　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　　２　当町の役職加算は、平成25年３月31日まで８割を運用している。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

・一律で支給している

イ　退職手当（平成23年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　

勤続20年 月分 月分 勤続20年

勤続25年 月分 月分 勤続25年

勤続35年 月分 月分 勤続35年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　 ） （退職時特別昇給 　 ）

１人当たり平均支給額　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、22年度に退職した職員に支給された平均額である。

同同

1,607対象者なし

勧奨・定年

同

25,940

1.45

・管理職手当　

　　　　　　区　　分 平均月収額

同

546,495

同

え り も 町

1,052

37.0

事 業 者

えりも町

１人当たり平均支給額（22年度）

45.6 366,719

281,000

2.60

平　均　年　齢 基本給

391,948

・期末・勤勉手当

1.35

一般行政職との比較

同

33.50

47.50 59.28

自己都合

同

同

なし

なし

なし

なし

59.28 59.28

同

団 体 平 均

41.34 同

19,991

0.65

えりも町

一般行政職との比較

１人当たり平均支給額（22年度）

1,361

　・役職加算　同

同

　・役職加算　5～15％

同

23.50 30.55

自己都合 勧奨・定年
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ウ　地域手当（平成23年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

千円

円

％

種類

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（平成23年４月１日）

円

円

円

円

同

千円

管理職手当

　管理又は監督の地位にある職員に
　支給
　・課長相当職（６級）　　　　33,280円
　・課長相当職（５級）　　　　31,760円
　・課長補佐相当職（５級）　25,360円
　・課長補佐相当職（４級）　23,680円
　・看護師長　　　　　　　　 　28,640円

同 千円

12,500

千円

一般行政職の制度（支給率）

359 256,624

81,142

156,000

　通勤距離（片道）が２ｋｍ以上の職
　員に支給
　・交通機関を利用する職員　運賃の
　額　（定期券代）55,000円を限度に
　支給
　・自家用車等を利用する職員　通勤
　距離に応じて2,000円～24,500円の
　範囲内で支給

支給対象地域

平均支給年額
支給職員１人当たり

1,363

　職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

267

0.0

0　手当の種類（手当数）

国の制度
との異同

通勤手当

156

住居手当 千円

　自己所有の家又は借家等に居住
　し、家賃を支払っている職員に支給
　・借家等（家賃12,000円を超える者）
　　家賃に応じ27,000円を限度に支給
　・持家（所有してから５年まで）
　　2,500円

同

同

　扶養親族を有する職員に支給
　・配偶者　13,000円
　・扶養親族　２人目から１人6,500円
　※扶養親族のうち15歳から22歳ま
  での者には、5,000円加算。

13

0

340

　支給実績（22年度決算）

3 0

0

　支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

　職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

　支給実績（21年度決算）

札幌市

　支給実績（22年度決算）

扶養手当

手　当　名 内容及び支給単価

0

支給率

0

支給実績（22年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

支給対象職員数

支給実績
（22年度決算）

3

（22年度決算）

799

113

　職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）
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円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成22年４月１日～平成27年４月１日における定員管理の数値目標

定員適正化（集中改革プラン）における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →６（３）②を参照

８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　(１)　勤務時間

　(２)　休暇

　平成22年平均使用日数 日

　(３)　育児休業及び介護休暇の取得状況

人

人

人

９　職員の分限及び懲戒処分の状況

人

人

人

人

人

始　期 終　期

降　任

失　職

　心身の故障等による

計画期間

数　値　目　標

寒冷地手当

9.5

平 成 22 年 4 月 1 日 平成27年3月31日 全部門対象として策定

0

0

処　分　事　由

　育児休業

　育児部分休業

　介護休暇

処　分　内　容

6

0

0

処　分　者　数

分
限
処
分

免　職

休　職

0

6

0

降　給

　有給休暇付与日数

　休憩時間

　8時45分から17時30分まで

　12時から13時まで

　始業・就業時間 　年次有給休暇、病気休暇、特別休暇

区　　　　分 取　得　人　数

　年間20日　※繰越可能（限度40日）

　始業・就業時間

　扶養人数に応じて、11月から翌年３
　月まで支給
　・世帯主で扶養親族がいる場合
　　月額　22,540円
　・世帯主で扶養親族なし
　　月額　12,860円
　・非世帯主
　　月額　8,600円

同 千円 63,740318
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人

人

人

人

人

１０　職員の服務の状況

１１　職員の研修及び勤務成績の評価の状況

　(１)　職員研修の実施状況

人 人

人 人

人

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

　(１)　職員厚生制度に関する状況

人

人

人

　(２)　公務災害補償制度

件

　営利企業従事制限

　争議行為等の禁止

　信用失墜行為の禁止
職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはな
らない。

　秘密を守る義務

　職務に専念する義務 0

0

　命令に従う義務

　政治行為の制限

職員は、勤務中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなけ
ればならない。

職員は、法令に従い、かつ、上司の職務命令に従わなければならない。

0

0

0

0

人

人

人

人

0

職員は政治活動等をしてはならない。

職員は、ストライキ等をしてはならない。

職員は、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業
にも従事してはならない。

0

0

人

0 人

内　　　　容

人

0
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。

違反者数区　　　　分

失　職

懲
戒
処
分

免　職

降　任

休　職

降　給

0

　町職員基礎研修（苫小牧市）

　地方公務員災害補償基金北海道支部

　健康診断

災害復旧業務中に、ガラス片が手に深く突き刺さり深い切り傷を負い重傷。1

加入団体

　町職員初級研修（室蘭市）

　町職員中級研修（室蘭市）

法務基礎研修（新冠町） 2

内　　　　容

参加人数

106

研　修　名

1

法務応用研修（苫小牧市） 1

3

研　修　名

計

40

区　　　分 参加人数

参加人数

3

件数

　総合健診（人間ドッグ） 66

12



１３　公平委員会に係る業務の状況

　(１)　勤務条件に関する措置の要求の状況

件

　(２)　不利益処分に関する不服申立ての状況

件

　(３)　その他

件

不服申立ての概要平成22年度申立件数

0

0

0

平成22年度処理件数 処理の概要

措置要求の概要平成22年度要求件数
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